
「
思
い
」
を
形
に
と
た
く
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
ま
す

＜開館案内＞
○ところ サニープレイス座間
（総合福祉センター）３階
○開設時間 午前９時～午後５
時

○休業日 火曜日、祝日、12月
29日～翌年１月３日

○内 容 市民活動に関するさ
まざまな相談、市民活動に関
する情報収集や発信の場の提
供、市民・企業・行政との協
働事業や交流の推進、市民活
動に係わる人材の育成・研修、
コピー機の利用（有料）、パソ
コンの利用（無料）など

○アクセス 【徒歩】小田急線
相武台前駅から徒歩15分。ま
たは座間駅から徒歩20分。
【バス】上記の駅から神奈中バスに乗車し、バス停「市役所・谷戸山公
園前」で下車。または相武台前駅、南林間駅から神奈中バスに乗車し、
バス停「市役所入口」で下車。

広報 
平成20年 
（2008年） 12.1

【座間市のお知らせ】№821 市 の 人 口●128,182人（＋481人） 
　　　　　　男65,408人　女62,774人 
市の世帯数●52,912世帯（＋643世帯） 
平成20年11月１日現在（　）は前年同月との増減 

●市交通安全推進大会が盛大に（2面） 
●みんなの健康（3面） 
●人事行政のお知らせ（4・5面） 
●ざまインフォメーション（6・7面） 
●12月4日～10日は人権週間（8面） 

Trademark American Soybean Association 

大豆油インクを使用しています 

市では、粗大ごみを申し込み順に有料で収集して
います。通常は申し込みから１週間程度で収集して
いますが、毎年12月は申し込みが非常に多いため、
２週間以上お待ちいただく場合もあります。年内の
収集をご希望の方は、12月10日（水）ごろまでにお
申し込みください。
〇年内の受付最終日　12月26日（金）
〇受付時間　午前８時30分～午後
５時15分（土曜・日曜日、祝日
を除く）

〇申し込み先電話番号　�046
（252）7560
担当 資源推進課
�046（252）7985 �046（252）7616

〇と　き　①12月18日（木）②19日（金）
午後１時30分～４時

〇ところ　①北地区文化センター②市公民
館

〇定　員　各50人（申込順）
〇参加費　350円（材料代）
〇持ち物　花ばさみまたは剪

せん

定
てい

ばさみ、エ
プロン、霧吹き（お持ちの方）

〇申込方法　12月17日（水）までに直接・
電話またはファクスで各担当へ

担当 ①北地区文化センター
�042（747）3361 �042（747）8542

②市公民館
�046（255）3131 �046（252）2776

〇と　き　12月26日（金）①午前10時～正午
②午後１時30分～３時30分

〇内　容　千代紙やドライフラワーなどを使
い、洋風のお正月飾りを作る

〇対　象　市内在住の小・中学生
〇定　員　各回13人（多数抽選）
〇参加費　750円
〇持ち物　作品を持ち帰るための袋
〇申込方法　12月10日（水）までに氏名、学年、住所、電話
（ファクス）番号、希望時間（①または②）、「こども手づ
くり広場参加希望」と明記して、直接・往復はがき（〒
228-0023立野台１－１－４）またはファクスで同センター
へ。直接申し込みの場合は、返信用はがきを持参。

担当 青少年センター �046（253）8411 �046（259）2163

「
地
域
で
市
民
活
動
や
サ
ー

ク
ル
活
動
を
始
め
て
み
た
い
」、

「
現
在
活
動
し
て
い
る
団
体
の

紹
介
な
ど
を
し
て
、
よ
り
一
層

地
域
に
密
着
し
た
活
動
を
し
て

い
き
た
い
」
な
ど
と
考
え
た
と

き
に
、
ど
こ
で
誰
に
相
談
し
て

よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
と
思
わ

れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

市
で
は
、
そ
ん
な
皆
さ
ん
を

支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

「
座
間
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
（
以
下
、「
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。）」
を
開
設
し
て
い
ま

す
。多

様
化
す
る
市
民
の
皆
さ
ん

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
個
性
豊
か

な
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
に
は
、

市
民
団
体
な
ど
と
行
政
が
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
、
協
働

で
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と

が
重
要
で
す
。

そ
こ
で
こ
の
ほ
ど
、
生
涯
学

習
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
平
成
十
七
年
十
月
に
市

公
民
館
に
設
置
さ
れ
た
生
涯
学

習
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
発
展

的
に
解
消
し
、
セ
ン
タ
ー
を
サ

ニ
ー
プ
レ
イ
ス
座
間
（
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
）
の
一
角
に
新
た

に
開
設
し
ま
し
た
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
定
年
退
職

し
て
新
た
な
活
動
の
場
を
求
め

て
い
る
方
や
、
市
民
活
動
な
ど

に
興
味
や
関
心
を
お
持
ち
の
方

な
ど
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、

す
で
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な

ど
を
し
て
い
て
、
よ
り
一
層
地

域
に
貢
献
し
た
活
動
を
し
て
い

く
た
め
に
、
情
報
の
発
信
や
交

換
を
し
た
い
と
い
う
方
も
支
援

し
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
こ
ん
な

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
市
民
活
動
が

あ
っ
た
ら
い
い
な
と
い
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相
談

ま
で
、
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で
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皆
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ま
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思
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す
る
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市
は
、
市
民
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
向
け
、
市
民
の
自
主
的
で
営
利

を
目
的
と
し
な
い
社
会
貢
献
活
動
（
市
民
活
動
）
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
に
「
座
間
市

民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
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月
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設
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。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
へ

の
参
加
や
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会
員
の
募
集
、
会
の
活
動
を
紹
介
す
る
情
報
サ
イ
ト
“
ざ
ま
っ
と
”
も
同
月

に
開
設
し
ま
し
た
。

　
地
域
で
市
民
活
動
や
サ
ー
ク
ル
活
動
を
始
め
た
り
、
す
で
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し

て
い
る
方
は
、
ぜ
ひ
気
軽
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
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相武台前駅 相武台前駅 

座間中学校 
スカイアリーナ 

座間 
（市民体育館） 

市消防本部 市消防本部 

座間駅 

小田急線 

図書館 

市役所・ 
谷戸山公園前 

市役所入口 

市役所・ 
谷戸山公園前 

市役所入口 

市役所 

座間市民活動 
サポートセンター 
（総合福祉センター内） 

座間市民活動 
サポートセンター 
（総合福祉センター内） 

県立座間 
谷戸山公園 

県
道
町
田
厚
木
線 

市民健康センター市民健康センター 
ハーモニーホール座間ハーモニーホール座間 
（市民文化会館） 

市民健康センター 
ハーモニーホール座間 
（市民文化会館） 

座間市民活動サポートセンター案内図 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
、

皆
さ
ん
の
日
ご
ろ
の
活
動
案
内

や
会
員
募
集
な
ど
の
情
報
を
発

信
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
セ
ン

タ
ー
で
は
、
情
報
サ
イ
ト
「
ざ

ま
っ
と
」（
以
下
、「
同
サ
イ
ト
」

と
い
う
。）
を
開
設
し
て
い
ま

す
。﹇U

R
L
:
h
ttp
://zam

at.g
en
ki365.n

et/

﹈

同
サ
イ
ト
に
会
員
登
録
を
す

る
こ
と
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や

市
民
活
動
な
ど
の
様
子
や
各
種

イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ
、
会
員

募
集
な
ど
の
情
報
を
自
由
に
発

信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

す
で
に
市
内
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
や
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど

を
し
て
い
る
方
は
、
ぜ
ひ
同
サ

イ
ト
を
利
用
し
て
活
動
紹
介
を

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
れ

か
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活
動
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め
よ
う
と
考
え

ら
れ
て
い
る
方
は
、
セ
ン
タ
ー

の
利
用
と
合
わ
せ
て
同
サ
イ
ト

も
気
軽
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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11月22日、市交通安全対策協議会主催による「座間市交通安全推進大
会」が、ハーモニーホール座間（市民文化会館）で盛大に開催されまし
た。
会場には、交通安全の関係団体など約300人が集まり、交通事故の犠牲
者に黙祷

もくとう

を捧げたり、交通安全について考える劇を上演したりしました。
また、交通安全功労者表彰と感謝状贈呈、交通安全ポスターコンクー

ルと高齢者向け交通安全標語の入賞者表彰が実施されました。表彰など
を受けた方々は次の皆さんです（敬称略）。
【交通安全功労者表彰】
秋元眞理子（座間１丁目）、菅
野美智子（東原３丁目）、佐藤
イク子（栗原中央５丁目）、平
舘久子（ひばりが丘３丁目）、
川島スミヱ（四ツ谷）、清水紀
代美（座間１丁目）、座間市交
通安全協会相模が丘支部（相
模が丘２丁目）、株式会社都南
自動車教習所（緑ケ丘４丁目）
【感謝状贈呈】
村田岳生（緑ケ丘６丁目）、株
式会社厚木自動車学校（海老
名市河原口）、座間市自動車整備業組合（相模が丘５丁目）、社団法人神
奈川県トラック協会相模支部（愛甲郡愛川町中津）
【交通安全ポスターコンクール】
・最優秀賞 浮島輪（栗原小６年）
・優秀賞 小西玲央（立野台小１年）、永井希明（入谷小４年）、神谷海
南江（ひばりが丘小６年）、三友かんな（座間中２年）

【高齢者向け交通安全標語】
・最優秀賞 齋藤那奈（南中１年）
・優秀賞 本多沙妃（栗原小３年）、橘内潮音（南中１年）、布施美咲
（一般）
・佳作 衣川莉々香（相武台東小１年）、斎藤彩花（東原小２年）松井
拓哉（旭小３年）、竹田光希（旭小４年）、礒部晃大（旭小６年）、安
齋茉姫（座間小６年）、瀬川駿（南中１年）、布施勇気（相模中２年）、
藤田さち子（一般）、山本隆一（一般）

担当 安全対策課 �046（252）8158 �046（252）7773

▲交通安全ポスターコンクール　浮島輪さん
（栗原小６年）の最優秀作品

地域に根差した親しみのある緑地づくりを目指して、公園などで花を
育てる活動をしていただける団体を募集します。
○応募資格　おおむね３年以上活動していただける団体
※市内の市民団体と事業者に限ります。

○活動内容　市内にある公園などの花壇への花苗植栽や、日ごろの世話
など
※花壇の世話をするために必要となる花苗などは、市が提供します。
応募方法など、詳しくは担当にお問い合わせください。

担当 公園緑政課 �046（252）7221 �046（255）3550

下表の要件を満たす対象家屋について、その
家屋に係る翌年度分の固定資産税を減額しま
す。

減額の範囲 

要　　件 

対象家屋 

平成19年４月１日か
ら22年３月31日まで
の間に、一定のバリ
アフリー改修工事が
行われた住宅（賃貸
住宅を除く） 
 
 
100平方メートルま
でを限度とし、翌年
度分の固定資産税を
３分の１減額 
 
①65歳以上の方、要
介護認定または要
支援認定を受けて
いる方、障害者い
ずれかの方が居住
している住宅であ
ること 
②手すりの取り付
け、床の段差の解
消などの改修工事
で、補助金などを
除く自己負担が30
万円以上であるこ
と 
③市税の滞納がない
こと 

昭和57年１月１日以
前に建てられた住宅
で、平成18年１月１
日から27年12月31日
までの間に一定の耐
震改修工事が行われ
た住宅 
 
120平方メートルま
でを限度とし、翌年
度分の固定資産税を
２分の１減額（※） 
 
①耐震基準に適合し
た住宅であること 
②改修の費用が30万
円以上であること 
③市税の滞納がない
こと 

平成20年４月１日か
ら22年３月31日まで
の間に、一定の省エ
ネ改修工事が行われ
た住宅（賃貸住宅を
除く） 
 
 
120平方メートルま
でを限度とし、翌年
度分の固定資産税を
３分の１減額 
 
①平成20年１月１日
に存在する住宅で
あること 
②窓の改修工事また
は窓の改修工事を
含む工事を行うこ
と 
③改修の費用が30万
円以上であること 
④市税の滞納がない
こと 
 

申告方法 

改修工事完了日から３カ月以内に申告書と必要書類（領収書、
改修工事証明書など）を市役所２階固定資産税課窓口に提出 
※必要書類など詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、
担当にお問い合わせください。 

�耐震改修 �バリアフリー改修 �省エネ改修 

※�耐震改修に伴う減額については、改修工事完了日によって減額期間が次
のとおり異なります。 

※�バリアフリー改修や�省エネ改修に伴う減額については、新築住宅に対
する減額や�耐震改修に伴う減額と重複することはできません。 

 平成18年１月１日～21年12月31日 工事完了の翌年から３年度分 

 平成22年１月１日～24年12月31日 工事完了の翌年から２年度分 

 平成25年１月１日～27年12月31日 工事完了の翌年から１年度分 

改修工事完了日 減額期間 

担当 固定資産税課 �046（252）8047 �046（255）3550

緑化に関する助成を次のとおり実施しています。ご希望の方は事前に
担当にご相談ください。
【民間施設緑化事業】
○助成対象　150平方メートル以上の民間駐車場の緑化
○助成内容　市が購入した樹木の苗木を無料配布（限度額10万円分）
【生け垣設置奨励金】
○交付条件　自己敷地内への生け垣の設置で、次のすべてに該当し、事
前審査を受けたもの①公道または公道に準ずる私道（以下、「道路」と
いう。）に面する延長が２メートル以上②設置部分の高さが道路から
1.5メートル以下③樹高が0.9メートル以上④葉が触れ合う程度に列植

○交付額　１メートル当たり4,000円（限度額８万円）、既存の塀を壊し
て設置する場合は１メートル当たり6,000円（限度額12万円）
※一部地区では限度額が異なります。

担当 公園緑政課　�046（252）7221 �046（255）3550
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▽とき＝①12月１日（月）②12月10日（水）・15日
（月）いずれも午後１時15分～２時15分受け付け（時
間厳守）▽ところ＝市民健康センター▽対象＝①平
成20年８月生まれ②平成20年９月生まれ（対象者には
個人通知）と対象月に受けられなかった６カ月未満児

▽内容＝身体測定と食事・発育状態・しつけの相談
▽持ち物＝母子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝12月19日（金）午前９時～正午▽ところ＝市
民健康センター▽内容＝乳幼児期の運動発達面での
心配についての理学療法士による相談▽対象＝４カ
月～１歳６カ月児▽申込方法＝電話で担当へ

▽とき＝12月16日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成20年８月生まれ

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対象＝
平成19年５月生まれ◆歯科▽とき＝12月
10日・17日いずれも水曜日午前９時30分
～10時30分▽ところ＝市民健康センター
▽対象＝平成19年４月生まれ

▽とき＝12月24日（水）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処置
と育児相談など（予防処置は希望者のみで有料）▽対
象＝平成18年11月生まれ（事前通知なし）▽持ち物＝
母子健康手帳、歯ブラシ▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝12月９日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成17年６月生まれ▽持ち
物＝母子健康手帳

◆夜　間 
診療科目 電話番号 診療場所 受付時間 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
外　科 消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

午後６時～10時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 

◆深　夜 
診療科目 診療場所 診療時間 

小児科（外科系を除く） 

内科・外科 消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 
小児救急情報センター�０４６（２５５）９９３３でご確認ください。 午後10時～翌日午前７時（重病の場合は午前８時） 

午後10時～翌日午前８時 

※聴覚障害者専用問い合わせ先 �０４６（２５１）５２６３ 
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。 
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。 

受付時間 
◆休日（日曜日・祝日）昼間 
診療科目 電話番号 診療場所 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
歯　科 

耳鼻咽喉科 
外科・婦人科・眼科 

相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野） 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 

午前９時～11時45分、午後２時～４時30分 
午前９時～11時30分、午後１時30分～４時30分 
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５２）８２１７ 
�０４２（７５６）９０００ 

受付時間 

消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 

予救急診療　　※電話をかける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

予ＢＣＧ接種

保育児相談

保発達相談

と　き と  こ  ろ 受付時間 

12月５日（金） 

12日（金） 

19日（金） 

午前９時30分 
　～10時30分 

北地区文化センター 

ひばりが丘コミュニティセンター 

市民健康センター 

保４カ月児健康診査

保１歳６カ月児健康診査

保２歳児歯科健康診査

保３歳６カ月児健康診査
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市内の市・私立保育園と児童ホ
ームへの平成21年４月１日からの
入所を希望する方の申し込みを、
次のとおり受け付けます（受付日
厳守）。

【市役所での受け付け】 

【各施設での受け付け】 

※申し込みは入所を希望する施設以外でも受け付けます。 

12月１日（月）～26日（金）、
平成21年１月５日（月）～ 
16日（金） 
※土曜・日曜日、祝日は除く。 

市役所１階 
子育て支援課 

午前８時30分～ 
　午後５時15分 

午後４時～ 
　６時30分 

12月13日、27日いずれも土
曜日 

午前８時30分～ 
　正午 

と　　き 

と　　き と　こ　ろ 

ところ 

平成21年 

１月６日（火） 

７日（水） 

８日（木） 

９日（金） 

13日（火） 

14日（水） 

15日（木） 

16日（金） 

栗原保育園、相模が丘東保育園、

座間すこやか保育園 

座間子どもの家保育園、ひばりが丘保育園 

相模が丘西保育園、小松原保育園 

東原保育園、広野台保育園 

相武台保育園、栗の実保育園 

やなせ保育園、いその保育園 

ちぐさ保育園、わかば保育園、緑ケ丘保育園 

座間保育園、あゆみ保育園 

◆注意事項
・申込書は、市役所１階子育て支援課窓口、各出
張所、市内各保育園と児童ホームで配布してい
ます（市ホームページでダウンロード可）。

・現在入所待機中の方も、新たに申し込みが必要
です。

・市外の保育園を希望する方は、締め切りがそれ
ぞれ異なりますので、あらかじめ各自治体の保
育を担当する部署に問い合わせの上、早めにお
申し込みください。

・上記以外の届出保育施設（麦っ子畑保育園、ひ
ろのだいこどもの家、保育ルームフェリーチェ
座間園）については、直接各施設にお申し込み
ください。

担当 子育て支援課
保育園担当 �046（252）7202 �046（252）7043
児童ホーム担当�046（252）7969 �046（252）7043

初めての出産や引っ越し（市内への転入）など
により、座間市で新たに児童手当の受給資格が生
じた場合や、二人目以降の出産などで、支給対象
児童が増えた場合には、忘れずに手当受給の申請
をしてください。この申請をしないと手当を受け
ることができませんのでご注意ください。
なお、受給には所得制限があります。申請をす

る前に担当にお問い合わせください。
○支給対象　児童手当・特例給付・小学校修了前
特例給付ともに、０歳～小学校修了前（12歳到
達後最初の３月31日）の児童を養育している方

○支給額　３歳未満
一律10,000円（月額）

３歳以上
第１・第２子＝5,000円（月額）
第３子以降＝10,000円（月額）

○支払時期　申請をした翌月から開始、支給事由
が消滅した日（市外転出、監護要件喪失など）
の属する月分で終了
※原則として毎年２月・６月・10月（それぞれ
15日前後）にまとめて支給します。

担当 子育て支援課
�046（252）7201 �046（252）7043



広報ざま【座間市のお知らせ】No.821 平成20年（2008年）12月１日５ 広報ざま【座間市のお知らせ】No.821 平成20年（2008年）12月１日４

　市では、「職員の給与や勤務条件などの人事行政の運営状況」を、その公正
性と透明性を高めることを目的に公表しています。このたび、その内容がまと
まりましたので、市民の皆さんにお知らせします。なお、さらに詳しい内容に
ついては、市役所１階市民情報コーナーや各出張所のほか、市ホームページで
もご覧いただくことができます。 
担当 職員課　�046（252）7911　�046（252）7492

市の人事行政の運営状況 市の人事行政の運営状況 市の人事行政の運営状況 市の人事行政の運営状況 

� 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

１ 職員の任免および職員数などに関する状況 
� 職員定数および職員数の推移（各年４月１日現在） 

２ 職員の給与の状況 
� 人件費の状況 

� 年齢別職員構成の状況（平成20年４月１日現在） 

� 採用者の状況 

� 退職者の状況（平成19年度） 

　　地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、地域における物価などを考慮し
て支給する手当です。 

　人件費とは職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料等、職員が加入してい
る地方共済組合に事業主として支払う負担金などを合計したものです。 

� 職員給与費の状況 

� ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

� 職員の初任給の状況（平成20年４月１日現在） 

� 職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成20年４月１日現在） 

� 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20年４月１日現在） 

　②退職手当（平成20年４月１日現在） 

　③地域手当（平成20年４月１日現在） 

� 職員の手当の状況 
　①期末手当・勤勉手当 

　　管理職手当は、管理または監督の地位にある職員に対し、その勤務の特殊性に基づいて
支給する手当です。 

　④特殊勤務手当（平成20年４月１日現在） 

　⑤時間外勤務手当 

　⑥その他の手当（平成20年４月１日現在） 
　○扶養手当 

　○住居手当 

　○通勤手当 

� 特別職の報酬等の状況（平成20年４月１日現在） 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
� 職員の週休日、休日および勤務時間の概要（平成20年４月１日現在） 
　日曜日および土曜日（週休日）は、勤務しない日になっています。また、「国民の祝日に
関する法律」による休日と年末年始（12月29日～翌年１月３日）は勤務が免除されています。 
　勤務時間は、午前８時30分から午後５時15分までの１日８時間、週40時間です。 

４ 職員の分限および懲戒処分の状況 
　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、分限処分や懲戒処分により職を
失ったり、降任されたり、給料を減額されたりします。 
　分限処分とは公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは公務員としてふさ
わしくない非行があった場合に公務員関係の秩序を維持するために行う処分です。 

６ 職員の研修および勤務成績の評定の状況 
� 人材育成基本方針の概要 
　市の将来像である「みなぎる活力とやすらぎが調和するときめきのまち」の実現に向け、
高い能力と意欲を持った職員を育成することを目的として、平成17年３月に「座間市人材育
成基本方針」を策定しました。基本方針は、「目指すべき職員像」と「具体的な施策と今後
の方向」から構成され、より体系的、総合的に人材育成を推進することを目指しています。 

� 職員研修の概要 

①研修方針 
　少子・高齢化や高度情報化など急激な変化を続ける社会に対応するため、職員自らの
啓発意欲を更に促すとともに職員研修の内容充実に努め、次のとおり重点目標を定めさ
まざまな研修を行っています。 

〈重点目標〉 
・職員として必要な基礎的・専門的知識、技術を習得させる。 
・全体の奉仕者としての自覚を常に持ち、市民に信頼される行動と思考をする職員を育
成する。 
・常に問題意識を持って職務を遂行するとともに、市政の課題に的確に対応できる実行
力と判断力を備えた職員を育成する。 
・幅広い視野と豊かな創造力や企画力を養い、自己啓発の意欲を促す。 

②研修体系 

７ 職員の福祉および利益の保護の状況 
� 共済組合の概要 

� 職員の勤務成績の評定制度の概要 
　市では、地方分権の時代にふさわしい新たな人事評価制度の構築・導入を目指し、平成18
年度から人事評価制度の試行運用を実施しています。 

【平成20年度試行実施の概要】 
○実施期間　平成20年４月１日～平成21年３月31日 
○対　象　全職員（技能労務職員および短時間勤務職員を除く） 
○内　容　「業績評価」と「能力評価」で構成し、業績評価は「目標管理」の手法により評
価基準日（翌年１月１日）現在の目標の達成度合いを、能力評価は１年間の職務遂行の過
程で見られた能力を評価 

　市の常勤職員は、県内の市町村（横浜市、川崎市を除く）が加入する神奈川県市町村職員
共済組合に加入しています（小・中学校に勤務する給食調理員は公立学校共済組合に加入し
ています）。 
　共済組合は、組合員から徴収する掛金と事業主である市からの負担金により運営しており、
大きく分けて短期給付事業、長期給付事業、福祉事業の３事業を行っています。 

� その他職員福祉のための独自の制度（座間市職員厚生会）の概要 
　座間市職員厚生会は、会員相互の親睦および文化教養の向上ならびに福利厚生の充実を図
ることにより、会員の福祉を増進することを目的に組織されたもので、職員からの会費およ
び市からの補助金を元に次のような事業を実施しています。 
○給付事業（慶弔金や見舞金の給付など） 
○厚生事業（人間ドックの助成金の交付、観劇助成、スポーツ・レクリエーション行事の
開催など） 

� 公務災害補償の概要 
　公務上の災害（負傷、疾病、障害または死亡）または通勤による災害を受けた場合に、そ
の災害によって生じた損害を補償するほか、必要な福祉事業を行い、職員とその遺族の生活
の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。 

� 職員の健康診断などの概要 
　労働安全衛生法に基づき、職員の健康診断を年１回定期的に実施しており、職員の健康状
態を継続的に把握して、疾病の早期発見、結果に基づく事後措置を実施し職員の健康管理に
努めています。 
　また、ＶＤＴ作業や重量物を扱う業務を行う職員を対象にした特殊健康診断や、35歳以上
の職員を対象に成人病（胃ガン、大腸ガン）検診を実施しています。 

� 安全衛生管理体制の概要 
　市では、事業場（清掃、消防、教育委員会、市役所本庁など）ごとに、労働安全衛生法に
基づいて安全衛生委員会を設置しています。 
　また、安全衛生委員会ごとに産業医を置き、職場内の巡視、健康相談・指導を実施してい
ます。 

８ 公平委員会の業務の状況 
　市では、地方公務員法第７条第４項の規定に基づき、公平委員会の事務を神奈川県人事委
員会に委託して処理しています。 

①勤務条件に関する措置の要求の状況 
　職員は、給与などの勤務条件に関して公平委員会に当局が措置を講じるよう要求する
ことができます。 

②不利益処分に関する不服申立ての状況 
　職員は、懲戒その他のその意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申
し立てをすることができます。 

③苦情処理の状況 
　職員は、任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等の人事管理全般に関する苦
情の申出及び相談を公平委員会などにすることができます。 

　○管理職手当 

� 年次有給休暇の概要 
　労働基準法の規定に従い、原則として1年に20日の有給休暇が与えられます。 

� 療養休暇の概要 
　職員が負傷または疾病のために勤務できない場合、医師の診断書などに基づき、療養のた
めに必要最小限度の期間、勤務することが免除されます。 

� 特別休暇の概要 
　年次有給休暇以外にも、特別な事由に該当する場合は、特別休暇が与えられます。休暇の種類
としては、骨髄提供休暇、ボランティア休暇、夏期休暇、結婚休暇、忌引、法要休暇、生理休暇、
産前休暇、産後休暇、看護休暇、リフレッシュ休暇などがあります。 

� 介護休暇の概要 
　職員は要介護状態にある家族を介護するために介護休暇を取得することができます。休暇
は連続する６カ月期間内で、１日単位または１時間単位で取得することができます。 

� 育児休業の概要 
　職員は自分の子を育児するため、その子が３歳に達する日まで育児休業を取得することが
できます。そのほか、職員が勤務時間の始めまたは終わりに１日２時間まで部分休業を取得
することもできます。また、その子が就学始期に達するまで、職務を完全に離れることなく
育児を行うことができるよう育児短時間勤務制度も導入しました。 

　さらに詳しい内容については、市役所１階市民情報コーナーや各出張所のほか、市ホ
ームページ（http://www.city.zama.kanagawa.jp/）でもご覧いただけます。 

※職員定数とは、市の部局などに勤務する職員の任用できる限度を条例で定めたものです。 

※「行政職」とは事務職、技術職、保育士、保健師、消防
士などを、「技能労務職」とは自動車運転手、清掃作業員、
給食調理員などをいい、採用方法は、試験による採用です。 

※退職には、①定年退職：定年（原則60歳）により退職する場合②勧奨退職：人事管理上の目的から職員に退
職勧奨を行い、これに応じて退職する場合③自己都合退職：本人の都合により退職する場合④その他：死亡に
よる退職などの事由があります。 

行　政　職 
技能労務職 
合　　　計 

23人 
１人 
24人 

25人 
０人 
25人 

平成19年度 平成20年度 

行　政　職 
技能労務職 
合　　　計 

定年退職 
20人 
３人 
23人 

勧奨退職 
８人 
０人 
８人 

自己都合退職 
７人 
２人 
９人 

その他 
０人 
０人 
０人 

合　計 
35人 
５人 
40人 

※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、平成19年４月１日現在の人数です。 

（普通会計決算） 

区　分 

19年度 780人 

職員数 
　　A

給　　　　与　　　　費 
給　　料 

3,162,678千円 
職員手当 

1,030,973千円 
期末・勤勉手当 
1,422,665千円 

計　B
5,616,316千円 

一人当たり 
給与費B／A

7,200千円 

※「平均給料月額」とは、職種ごとの職員の基本給の平均です。「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払
われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。 

一般行政職 
技能労務職 

区　　分 平均年齢 

45.6歳 
43.5歳 

平均給料月額 

365,430円 
277,723円 

平均給与月額 

478,824円 
359,875円 

175,600円 

区　　　　分 

一般行政職 
大学卒 

高校卒 
技能労務職 

（職種および採用時の 
年齢によって異なります。） 

座間市 国 

181,200円 

149,800円 

Ⅰ種　 181,200円 
Ⅱ種　 172,200円 
Ⅲ種　 140,100円 

― 
学校給食調理員に 
33歳で採用の場合 

一般行政職 

技能労務職 

区　　分 
大学卒 
高校卒 
高校卒 

経験年数10年 
272,675円 
236,400円 
225,800円 

経験年数15年 
316,100円 
277,350円 
238,583円 

経験年数20年 
362,970円 
304,700円 
251,333円 

※［  ］内は、再任用職員に係る支給割合です。 

座　間　市 
１人当たり平均支給額（平成19年度） 

1,824千円 
（平成19年度支給割合） 
　期末手当 　勤勉手当 
　　　　3.00月分 　　　　 1.5月分 
　　 ［1.60］月分 　　 ［0.75］月分 
（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

国 

―
 

 
（平成19年度支給割合） 
　期末手当 　　　勤勉手当 
　　　　3.00月分 　　　　 1.5月分 
　　 ［1.60］月分 　　 ［0.75］月分 
（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

座　間　市 
 （支給率） 自己都合 勧奨 定年 
 勤続20年 23.5 月分 30.55月分 32.76月分 
 勤続25年 33.5 月分 41.34月分 41.34月分 
 勤続35年 47.5 月分 59.28月分 50.7 月分 
 最高限度額 59.28月分 59.28月分 59.28月分 
その他の加算措置　　　　　定年前早期退職特例措置 
　　　　　　　　　　　　　　 （２～20％加算） 
１人当たり平均支給額 8,859千円 28,176千円 27,164千円 

国 
 自己都合 勧奨・定年 
 23.5 月分 30.55月分 
 33.5 月分 41.34月分 
 47.5 月分 50.7 月分 
 59.28月分 59.28月分 

定年前早期退職特例措置 
（２～20％加算） 

※退職手当の1人当たり平均支給額は、平成19年度に退職した職員に支給された平均額です。 

支給実績（平成19年度普通会計決算） 
支給職員１人当たりの平均支給年額（平成19年度普通会計決算） 
支給対象地域 
全地域 

支給率 
　　　　９％ 

支給対象職員数 
　　　　780人 

311,379千円 
399,204円 

国の制度（支給率） 
２％ 

区　　　　　　　　分 全職種 
支給実績（平成19年度普通会計決算） 13,272千円 
支給職員１人当たりの平均支給年額（平成19年度普通会計決算） 17,015円 
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成19年度） 24.2％ 
手当の 
種類 

徴収等手当、感染症等業務手当、有害毒薬物取扱手当、行旅死亡人等取扱手当、
消防出動等手当、防災活動手当、福祉業務手当 

支給実績 
支給職員一人当たりの平均支給年額 

平成18年度 
187,901千円 
231,121円 

平成19年度 
186,595千円 
239,224円 

区　分 

市　長 
副市長 
議　長 
副議長 
議　員 

893,000円（803,000円） 
721,000円（670,000円） 

522,000円 
434,000円 
404,000円 

給料（報酬）月額 期末手当支給割合 
（平成19年度） 

退職手当算出方法 
　　　（任期ごとに支給） 
在職年数×給料月額×400/100 
在職年数×給料月額×300/1004.4月分  

 
4.4月分 

※上記は、標準的な勤務を示したもので、消防署や図書館などは、特別な勤務形態となっています。 

午前８時30分 午後０時15分 午後１時 午後５時15分 

勤務（３時間45分） 勤務（４時間15分） 休憩（45分） 

５ 職員の服務の状況 
　○服務に関する基本原則の概要 

職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなけれ
ばいけません。 
※人間ドックを受検する場合や職員の厚生に関する計画の実施に
参加する場合などの際、条例の規定に基づいて、職務専念義務が
免除されます。 
職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をし
たりしてはいけません。 
営利企業などに従事することは制限されており、従事する場合に
は許可を受けなければなりません。 
職員は争議行為などが禁止されています。 
職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。 
職員は政党その他の政治的団体の結成などに関与するなどの政治
的行為が禁止されています。 

職務専念義務 

信用失墜行為の禁止 

営利企業等の従事制限 

争議行為等の禁止 
守秘義務 

政治的行為の制限 

基本原則 概　　　　　　　　　　要 

職員研修 

基本研修 特別研修 

教養研修 専門研修 その他 

自己啓発 派遣研修 

（平成19年度） 
年度当初 
係属件数 
０件 

新規申立 
件　　数 
０件 

申立容認 
０件 

棄　却 
０件 

却　下 
０件 

取下げ 
０件 

計 
０件 

年度末 
係属件数 
０件 

処　　理　　件　　数 

（平成19年度） 

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

処　　理　　件　　数 年度当初 
係属件数 

新規申立 
件　　数 申立容認 

棄　却 
（処分承認） 却　下 取下げ 計 

年度末 
係属件数 

19年度 

区　分 住民基本台帳人口 （平成19年度末） 
126,191人 

歳出額 
　　　　　A
30,093,501千円 

実質収支 

724,717千円 

人　件　費 
　　　　　B
7,821,002千円 

人件費率 
B／A
26.0％ 

（参考） 
平成18年度の人件費率 
27.3％ 

（普通会計決算） 

配偶者 
配偶者以外の扶養親族 
配偶者がない職員の扶養親族のうち一人 
満16歳から満22歳までの子に対する加算額 

支　給　月　額 
扶養親族の要件 座 間 市 

13,900円 
7,500円 
11,200円 
5,500円 

国 
13,000円 
6,500円 
11,000円 
5,000円 

新築・購入後５年間： 2,500円 
家賃23,000円未満： 家賃－12,000円 
家賃23,000円を超え55,000未満： 
 （家賃－23,000円）×1/2+11,000円 
家賃55,000円以上 27,000円 

 15,200円 
 
家賃３万円未満： 家賃額 
家賃３万円以上： 30,000円 
 

借家・借間 

持ち家 

区　　分 
支　　給　　月　　額 

座　　間　　市 国 

※市長および副市長の給料月額については、それぞれの在任期間中（　）内の金額に減額して支給しています。 

区　　分 

交通機関等の利用者 
（片道２km以上） 
自動車等の利用者 
（片道２km以上） 

支　　給　　月　　額 
座　間　市 国 

運賃等相当額（上限：55,000円） 

通勤距離の区分に応じて 
　　　　　　　3,500円～24,500円 

運賃等相当額（上限：55,000円） 

通勤距離の区分に応じて 
　　　　　　　2,000円～24,500円 

（平成19年度） 
分限処分 懲戒処分 

降任 
　０人 

免職 
　０人 

休職 
　７人 

降給 
　０人 

免職 
　０人 

停職 
　０人 

減給 
　０人 

戒告 
　１人 

※職員数には教育長が含まれていません。[　]内は、職員定数の合計です。 

議　会 
総　務 
税　務 
民　生 
衛　生 
農　林 
商　工 
土　木 
　
計 

 
欠員不補充、再任用職員の活用など 
 
事務の民間等委託など 
業務増、欠員補充 
 
職員の同部門への県派遣 
欠員不補充 
〈参考〉 
人口１万人当たり職員数 40.18人 
再任用職員・非常勤職員の活用 
欠員補充 
〈参考〉 
人口１万人当たり職員数 60.54人 
 
 
業務増 
 
〈参考〉 
人口１万人当たり職員数 66.96人 

7 
147 
40 
162 
92 
7 
5 
60 

520 
 

115 
145 

780 
 

32 
14 
34 
80 
860 
[926]

7 
143 
40 
153 
94 
7 
6 
57 

507
 
 

111 
146 

764
 
 

32 
14 
35 
81 
845 
[926]

0 
△4 
0 

△9 
2 
0 
1 

△3 

△13
 
 

△4 
1 

△16
 
 
0 
0 
1 
1 

△15
合　　　計 

一
般
行
政
 

普
通
会
計
 

公
営
企
業
等
 

会
計
 

職　　員　　数 区分 
部門 平成19年 平成20年 

対前年 
増減数 

主　な　増　減　理　由 

教 育  
消 防  

小 　 計
 

 
水 　 道  
下 水 道  
そ の 他  
小 　 計  

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指標です。類
似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。 

90
座間市 類似団体平均 全国市平均 

95

100

105

（平成14年） 
102.1

（平成19年） 
100.2

（平成14年） 
102.3

（平成19年） 
99.7

（平成14年） 
101.2

（平成19年） 
97.9

 
支給額 

部　長 
　　73,700円 

次　長 
　　70,700円 

参事・課長 
　　64,700円 

主幹・技幹 
　　59,700円 

副主幹・副技幹 
　　48,600円 

昭
和
58
年 

平
成
10
年 

平
成
11
年 

平
成
12
年 

平
成
20
年 

平
成
19
年 

平
成
18
年 

平
成
17
年 

平
成
16
年 

平
成
15
年 

平
成
14
年 

平
成
13
年 

996

980

968

830

850

870

890

910

930

950

970

990

1010

職員定数 
職員数 961

952 953 950
938

951

941 936 932
923

913

931

900

926 926 926 926

896
884

860
845

60
歳
以
上 

56
歳
〜
59
歳 

52
歳
〜
55
歳 

18％ 

16％ 

14％ 

12％ 

10％ 

8％ 

6％ 

4％ 

2％ 

0％ 
20
歳
未
満 

20
歳
〜
23
歳 

24
歳
〜
27
歳 

28
歳
〜
31
歳 

32
歳
〜
35
歳 

36
歳
〜
39
歳 

40
歳
〜
43
歳 

44
歳
〜
47
歳 

48
歳
〜
51
歳 

５年前の構成比 
現在の構成比 

（人） 
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12
日 月 火 水 木 金 土 
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

1
日 月 火 水 木 金 土 
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。 

お 役 立 ち 情 報 満 載 ！ 

広報ざま【座間市のお知らせ】No.821 平成20年（2008年）12月１日６

12月27日の第４土曜日は、例月ど
おり開庁します。開庁時間は、午前
８時30分から正午までです。また、
平成21年１月10日の第２土曜日は、
庁舎電気設備年次点検に伴う停電の
ため閉庁となります。
担当 職員課
�046（252）7911 �046（252）7492

市では「みなぎる活力とやすらぎ
が調和するときめきのまち」を目指
して、行政評価システムを中心とし
た効率的で有効性の高い行政経営を
行うよう努めています。今後は、市
民の皆さんと市が協働して行政経営
に取り組むことが、ますます重要に
なると考えられます。
そこで市では、行政評価システム

の充実に向け、市民の皆さんの生活
者としての視点から、市の取り組み
がどのような成果をあげているのか
を調査する「市民アンケート」を実
施します。
調査対象は、無作為に抽出した15

歳以上の方4,000人です。対象とな
った方は、ご協力くださいますよう
お願いします。
○調査方法　郵送による調査票の配
付・回収

○提出期限　12月15日（月）
担当 政策課
�046（252）8287 �046（255）3550

経済産業省では、12月31日現在で
製造業を営む事業所を対象に、１年
間の製造活動を調査する「工業統計
調査」を実施します。12月中旬から
１月中旬にかけて、県知事から委嘱
を受けた調査員がお伺いしますの
で、ご協力をお願いします。
なお、提出いただく調査票につい

ては、統計法に基づき統計作成以外
の目的には一切使用されません。
秘密は厳守されますので、ご協力を
お願いします。
担当 政策課
�046（252）8379 �046（255）3550

現在、国で検討が進められている
「定額給付金」の支給に関し、国や
市の職員をかたり「口座番号を教え
てほしい」「キャッシュカードを持
って銀行に行き、待っていてほしい」
などと、個人情報を聞き出そうとす
ることが予想されます。
市では、電話で個人の情報を問い

合わせすることはありませんので、
絶対にお答えにならないよう、ご注
意ください。もし、電話などでこの

ような問い合わせや要求があったと
きは、慌てず冷静に対応し、不審に
思ったら、担当や警察にご相談くだ
さい。
担当 広聴相談課
�046（252）8218 �046（252）0220

12月は忘年会などで、お酒などを
飲む機会が増える時期です。皆さん
の生活環境を守るためにも、夜間は
大声を出すことのないよう注意しま
しょう。
担当 環境対策課
�046（252）8214 �046（257）7743

障害者週間は、障害者の福祉につ
いて関心と理解を深めるとともに、
障害者が社会、経済、文化、スポ－
ツなど、さまざまな分野の活動に積
極的に参加していただくことを目的
に定められています。
市では、この週間にちなみ、障害

者週間普及啓発パネル展・作品展示
を開催します。
○と　き　12月８日（月）～12日
（金）午前８時30分～午後５時
○ところ　市役所１階アトリウム
担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

母子・寡婦・父母のいない家庭な
どの子どもが安心して修学できるよ
う、無利子で修学資金、就学支度資
金などを貸し付けています。
ご希望の方は、事前に電話予約の

上、担当にご相談ください。申請は
随時受け付けていますが、平成21年
３月末までに貸り受けたい方は２月
20日（金）までに申請してください。
○修学資金 高等（専修を含む）学
校、大学（短大を含む）、専門学
校へ修学するために必要な資金
（月額18,000円～54,000円）
○就学支度資金 小・中・高等（専
修を含む）学校、大学（短大を含
む）、専門学校などの入学に必要
な資金（月額39,500円～580,000円。
申請時に合格通知と連帯保証人が
必要）
福祉資金は全部で12種類あり、利

子は、用途に応じて無利子または年
利３パーセントとなります。
担当 子育て支援課
�046（252）7201 �046（252）7043

白梅会は市内在住の母子・寡婦家
庭の皆さんの集まりです。
白梅会に入会していろいろな方と

交流を持ち、情報交換しながら一緒
に楽しく子育てをしましょう。年会
費は800円で、主な活動は、母子慰
安会、研修会、県母子会事業参加な
どです。
○申込方法　電話で同会会長�046
（251）4091（関根）へ
担当 子育て支援課
�046（252）7201 �046（252）7043

【児童扶養手当】
○対　象　両親の離婚や父親の死亡
（遺族年金受給者は除く）などに
よって父親と生計が同じでない18
歳未満の児童を養育している母子
家庭など

○申込方法　直接担当へ
【特別児童扶養手当】
○対　象　知的・身体障害児を養育
している父母など

○申込方法　直接担当へ
※いずれも支給要件と所得制限があ
ります。
担当 子育て支援課
�046（252）7201 �046（252）7043

○と　き　▽購入申込＝12月６日
（土）～13日（土）午前９時～午
後５時（13日は正午まで。月曜日
は休館）▽販売抽選＝12月13日
（土）午後１時～
○ところ　リサイクルプラザ（東原
２－16－10）

○対　象　営利を目的としない市内
在住・在勤者

担当 リサイクルプラザ
�046（252）7963 �046（252）7964

市教育委員会
の委員長と委員
長職務代理者の
任期満了に伴い、
去る11月に開催
した同委員会で、
委員長に片野一
二氏（相武台１
丁目、写真）を、同職務代理者に馬
場悠男氏（入谷５丁目）を選任しま
した。任期は、いずれも11月15日か
ら１年間です。
片野氏は、平成13年11月に教育委

員に就任し現在２期目。委員長の就
任は、今回で２回目となります。ま
た、平成16年11月に教育委員に就任
した馬場氏は、このほど２期目の委
員に再任され、今回が初めての同職
務代理者就任となります。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

○と　き　12月16日（火）午前９時
30分～

○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

▼ＮＴＴ栗原社宅＝３日・17日午前
10時30分～11時30分▼中原小学校＝
３日・17日午後２時55分～３時45分
▼小松原１丁目児童遊園地＝４日・
18日午前10時30分～11時30分▼栗原
小学校＝５・19日午後２時45分～３

時45分▼ひばりが丘南児童館＝６
日・20日午後２時30分～３時30分▼
相模野小学校＝10日午後２時５分～
３時45分▼東原共同住宅８号棟前＝
11日・25日午前10時30分～11時30分
▼入谷小学校＝11日午後２時50分～
３時45分▼相模が丘４丁目多目的広
場＝12日・26日午前10時30分～11時
30分▼東原小学校＝12日午後３時～
３時45分
※雨天中止。学校への巡回は時間が
変更になる場合あり。
担当 図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

○と　き　平成21年１月９日、23日、
２月６日、20日、３月６日、27日
いずれも金曜日午前10時～正午
（全６回）
○ところ　市民健康センター
○内　容　座間の古文書（座間古説
と長崎道中記の予定）を読み、そ
の内容を理解して文字にすること
で、書道の楽しさや奥深さを学ぶ

○定　員　15人（申込順）
○持ち物　書道用具一式
○申込方法　12月26日（金）までに
電話またはファクスで担当へ

担当 生涯学習推進課
�046（252）8476 �046（252）4311

○と　き　12月３日（水）午後２時
30分～３時30分

○ところ　東原コミュニティセンタ
ー

○内　容　弦楽四重・サクソフォー
ン・ピアノのクラシック演奏会

○演　奏　座間市演奏家連盟会員
○曲　目　｢クリスマスメドレー」
ヴィヴァルディ作曲｢四季」より
「冬｣ほか
○入　場　自由
担当 生涯学習推進課
�046（252）8476 �046（252）4311

○と　き　12月７日（日）午前10時
～午後３時30分（雨天決行）

○ところ　サニープレイス座間（総
合福祉センター）

○内　容　落語家桂才賀さんによる
講演「子どもたちに、いま親がま
ちが　何をすべきか」、コンサー
ト、ビデオ上映、抽選会ほか

○入　場　自由
担当 市障害者団体連合会

（市社会福祉協議会内）
�046（266）2001 �046（266）2009

◆公民館図書室クリスマス会
○と　き　12月17日（水）午後２時30
分～

○内　容　「おはなしグループさく
らんぼ」によるお話し会

○参加方法　当日直接会場へ
◆公民館おもちゃ病院
○と　き　12月20日（土）午前10時～
正午（受け付けは午前11時30分ま
で）

○内　容　壊れたおもちゃの修理
※修理できない物もあります。
○対　象　小学生以下と保護者
○定　員　20組（先着順）
○費　用　無料
※部品代などが掛かる場合あり。
○参加方法　当日直接同館へ
※協力してくださるボランティアを
募集しています。希望者は同館へご
連絡ください。

◆北文「子どもクリスマス会」
○と　き　12月21日（日）①午前10時
30分～11時15分②午前11時20分～
正午

○内　容　①楽しいおはなし会②ゆ
かいな人形劇

○入　場　自由（幼児は保護者同伴）
◆クリスマスの楽しいお菓子作り
○と　き　12月21日（日）午後１時
～３時

○内　容　クリスマスにちなんだ菓
子作り

○対　象　市内小学生
○定　員　20人（申込順）
○参加費　600円（材料代）
○持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん、タオル

○申込方法　12月６日（土）から16
日（火）までに、参加費を添えて
直接同センターへ

◆エクセル入門講座～家計簿、贈り
物リストでエクセルを理解しよう

○と　き　平成21年１月８日～29日
毎週木曜日午後１時30分～４時30
分（全４回）

○内　容　計算やグラフを作るのに
適したパソコンソフト、エクセル
の基礎を学ぶ

○定　員　16人（多数抽選）
○参加費　2,270円（テキスト代ほか）
○申込方法　12月２日（火）から７
日（日）までに、直接または電話、
ファクスで同センターへ

◆としょかんクリスマス会2008
○と　き　12月20日（土）午前10時
30分～正午

○内　容　お話し会と工作（ツリー
飾り作り）

○対　象　幼児～小学生
○定　員　30人（先着順可）
○申込方法　直接または電話で同館
へ

◆障害福祉課臨時職員
○募集人数　１人
○応募資格　パソコン操作（エクセ
ル、ワードなど）ができる方

○業務内容　一般事務、窓口事務
○勤務期間　12月15日～平成21年３
月31日

○勤務日時　月曜～金曜午前８時30
分～午後５時15分

○賃　金　市規定による
○応募方法　市販の履歴書（写真添

付）に必要事項を記入し、12月５
日（金）までに本人が担当に持参

担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

◆臨時清掃作業員（ごみ収集）
○募集人数　１人（体力に自信のあ
る方）

○業務内容　ごみ収集業務
○採用期間　12月22日～平成21年１
月23日

○勤務日時　月曜日～金曜日、実働
８時間

○賃　金　日額10,018円～10,803円
○選考方法　面接試験、健康診断
○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、12月10
日（水）まで（土曜・日曜日を除
く）に本人が担当に持参

担当 清掃課
�046（252）8724 �046（252）7641

◆シルバー人材センター会員
○応募資格　健康で働く意欲のある
おおむね60歳以上の市内在住者
（各種資格取得者歓迎）
○説明会　毎月第１・第３・第５木
曜日午前９時～

○入会手続き　毎月第２・第４木曜
日午前９時～（説明会参加者のみ
手続き可）

担当 市シルバー人材センター
�046（254）5361 �046（251）9280

○第38回座間市陸上競技協会（市町
村対抗かながわ駅伝競走大会競技
者選考）ロードレース大会

▽と　き＝平成21年1月４日（日）
午前８時～受け付け▽集合場所＝日
産自動車�座間事業所生産技術本部
食堂前▽コース＝同事業所敷地内▽
部門＝①高校生以上の市内在住者②
高校生以上の市外在住者③高校生以
上の市内在住の女性④市内在住の中
学生男子⑤市内在住の中学生女子▽
距離＝①②5000�または１万�③④
⑤3000�▽参加費＝800円（市陸上
競技協会登録者500円、高校生500円、
中学生200円）▽問い合わせ先＝市
陸協事務局�046（254）3064（佐藤）
○ギターサークル「アルハンブラ」
発表演奏会

▽とき＝12月３日（水）午後２時30
分～４時▽ところ＝サニープレイス
座間▽内容＝クラシックギターの合
奏▽曲目＝禁じられた遊び、月光ほ
か▽入場＝自由▽問い合わせ先＝�
080（3152）0230（阿部）
○ヒッポファミリークラブ
講演会「７カ国語で話そう」
▽とき＝12月10日（水）午前10時30
分～午後０時30分▽ところ＝市民健
康センター▽定員＝80人（申込順）
▽参加費＝無料▽申込方法＝電話で
�046（258）0258（黒木）へ
○おやこの食育教育～親子で楽しく
クッキング

▽とき＝12月13日（土）午前10時～
午後０時30分▽ところ＝市民健康セ
ンター▽内容＝カルシウム強化の料
理を作り、試食をする▽対象＝小学
生以下と親▽定員＝15組（申込順）
▽参加費＝一組500円▽持ち物＝エ
プロン、三角きん（バンダナ）、ふ
きん▽申込方法＝電話で座間市食生
活改善推進団体ひまわり会�046
（255）8418（山本）
○座間市民の川柳の集い
▽とき＝12月21日（日）午後１時～

区　分 と　　　き と　こ　ろ 

12月の相談日 

弁　護　士 

交　通　事　故 
不　動　産  
（取引・契約） 

障　害　児　者 
（身体・知的） 

障　害　者 
就　労　支　援 

市　民　一　般 

分譲マンション 
（近隣・管理組合） 

行　　　　政 
（国に対する要望） 

消　費　生　活 
（訪問販売・多重債務など） 

行　政　書　士 
（相続・遺言書） 

担当　広聴相談課 �０４６（２５２）８２１８ 

�０４６（２５２）８４９０ 
（電話相談も可） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時30分 

毎月第４木曜日午後１時30分～４時30分 

毎月第３火曜日午後１時30分～４時30分 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～正午と午後１時 
～３時30分（10日（水）の相談は午後のみ） 

25日 

毎月第２金曜日午後１時30分～４時30分 12日 

毎月第３木曜日午前９時30分～11時30分 18日 

16日 

11日 
18日 

９日夜 
10日　 
16日夜 
17日　 
24日夜 

市役所３階相談室 
※弁護士・行政書士相
談は、いずれも定員に
なり次第、締め切りま
す。なお、多くの方が
利用できるように、行
政書士相談は一人30分
以内、弁護士相談は年
間一人につき１回（25
分以内）とさせていた
だきます。相談の要点
をよく整理してお越し
ください。 

駐留軍離職者 

青　少　年 

教　　　　育 

子どもいじめ 
ホットライン 

就　学　相　談 
（障害児対象） 

ひとり親家庭 

児　童　相　談 

毎週月曜～金曜日午前10時～午後４時 

毎週月曜・水曜・金曜日午前９時～午後０時15分と 
午後１時～５時15分 

毎週火曜・金曜日午後１時～５時 
（予約制（電話可）） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～11時30分と午後 
１時～３時30分 

毎週月曜～金曜日午前８時30分～正午 
午後１時～５時（予約制（電話可）） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

人　　　　権 

ドメスティック 
バイオレンス 

詳しくは８面の「特設人権相談」を参照 ９日 

毎月第３木曜日午前10時～午後３時 18日 

市役所１階子育て支援課 

市役所１階子育て支援課 

青少年センター１階 
青少年相談室 

市役所５階教育指導課 

市役所５階教育研究所 

市役所３階市民人権課 

ふれあい会館２階 

市役所１階障害福祉課 

担当　市民人権課 �０４６（２５２）８４８３ 

担当　教育研究所 �０４６（２５９）２１６４ 

毎週月曜～金曜日午前８時30分～午後６時 �０４６（２５９）２１６４ 
（電話相談のみ） 

担当　教育指導課 �０４６（２５２）８７３２ 

担当　青少年相談室 �０４６（２５６）０９０７ 

担当　子育て支援課 �０４６（２５２）７２０１ 

相談専用電話 
�０４６（２５５）０５００ 

担当　商工観光課 �０４６（２５２）７６０４ 

担当　障害福祉課 �０４６（２５２）７１３２ 

毎月第２・第３木曜日午後１時30分～４時
30分（予約制（電話可）。１日午前８時30
分から今月分を受け付け） 

今月は第２・第３火曜日・第４水曜日午後
６時30分～９時、第２・第３水曜日午後１時
30分～４時30分（予約制（電話可）。１日
午前８時30分から今月分を受け付け） 

毎週月曜～金曜日（木曜日を除く）午前10時～正
午と午後１時～３時（予約制（電話可）） 

▽ところ＝市公民館▽内容＝座間市
川柳会会員・非会員を交えての川柳
句会と、講師による川柳講座。句題
は「飾る」「灯」「洗う」で、各題２
句ずつ当日提出（見学・飛び入り参
加自由）▽参加費＝500円（初参加
者は無料）▽参加方法＝当日直接会
場へ▽問い合わせ先＝同会�046
（253）8074（江口）
○子育て支援ボランティアつくしん
ぼの会「おーいみんなおいで！小
さな子　大きな子いっしょにあそ
ぼうよ」

▽とき＝12月20日（土）午前10時～
11時30分▽ところ＝サニープレイス
座間▽内容＝キャンドル作り、折り
紙（サンタクロース）遊び▽参加
費＝無料▽参加方法＝当日直接会場
へ▽問い合わせ先＝市社協ボランテ
ィアセンター�046（266）2002
○相模野・相武台一輪車クラブ
「さわやか第21回ZAMA室内一
輪車発表会」

▽とき＝12月28日（日）午後１時～
▽ところ＝スカイアリーナ座間▽内
容＝ペアとグループ演技の発表▽入
場＝自由▽問い合わせ＝�046（254）
7469（中川）
○日本語教授法スキルアップ講座
▽とき＝平成21年１月10日、17日、
31日、２月７日いずれも土曜日午前
10時～午後０時30分▽ところ＝サニ

12月に納めていただくのは
▽市県民税（第４期）▽国民健康保険税（第７期）
※最寄りの市指定金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所または各
出張所で納めてください。使用料などもお忘れなく。
※納期限を過ぎると、延滞金を納めていただく場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時30分から正午まで、市役所において
市税、国民健康保険税の納付窓口を開設しています（今月は12月13
日・27日）。
※詳しい内容は収納課�046（252）8021へ（国民健康保険税については
国保年金課�046（252）7003へ）。

まちづくりのための
市民アンケート調査

ープレイス座間▽内容＝�国際日本
語普及協会の講師による外国人向け
日本語教授法能力向上講座▽定員＝
20人（申込順）▽費用＝2000円▽申
込方法＝必ず往復はがきに住所、氏
名、電話番号、メールアドレスを記
入の上、12月18日（木）までに市内
緑ケ丘1－2－1サニープレイス座間、
市社協ボランティアセンター内日本
語サークル「わ」に郵送▽問い合わ
せ先＝メールアドレスinfo@wa-
nihongo.comまたは同センター�
046（266）2002 �046（266）2009
○県央フォーラム（海老名会場）
～食の安全・安心に向けて
▽とき＝平成21年１月24日（土）午
後１時30分～４時▽ところ＝海老名
市文化会館小ホール▽内容＝問題提
起、事例発表、意見交換（手話通訳、
パソコン文字通訳あり）▽保育＝あ
り（２歳～未就学児）▽申込方法＝
１月９日（金）までに、参加者全員
の氏名、居住する市町村名、保育希
望の場合は子の人数と電話番号かフ
ァクス番号を、電話またはファクス、
はがきで〒243-0004厚木市水引2-3-1
県央地域県政総合センター県民課�
046（224）1111 �046（225）1743へ
（同センターホームページhttp://
www.pref.kanagawa.jp/osirase/
kenouac/index.htmでも申し込み
可）

製造事業を営む皆さんへ
工業統計調査にご協力を

12月３日～９日は「障害者週間」

母子家庭などに
福祉資金を貸し付けます

「母子福祉白梅会」へ入会を

ご存知ですか？
母子家庭や障害児のための手当

ご注意ください「深夜騒音」

リサイクルプラザ
再生家具の展示・販売

教育委員長に片野一二氏を選任

教育委員会12月定例会

移動図書館ひまわり号巡回日程

書道講座
書いて楽しむ古文書の世界

午後のおしゃべりコンサート

にこにこフェスティバル

市公民館
�046（255）3131 �046（252）2776

北地区文化センター
�042（747）3361 �042（747）8542

図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

「定額給付金」に関する
不審電話にご注意を!!

土曜開庁と閉庁のお知らせ
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○と　き　１２月１０日（水）午後０時３０分～０時５０分 
○ところ　市役所１階市民サロン 
○曲　目　ガーシュウィン作曲「アイガットリズム」 
　　　　　アンダーソン作曲「そりすべり」 
　　　　　シュトラウス作曲「ラデツキー行進曲」　ほか 
○演奏者　ピアノ連弾　新倉里香さん・尾藤尚美さん、 
　　　　　河原井理恵さん・山本実穂さん 

「楽しい冬の過ごし方」 

門
かど

倉
くら

咲
さき

ちゃん
H20. 1 . 5 生まれ　女
南栗原 1 丁目

岡
おか

田
だ

苺
いち

子
ご

ちゃん
H20. 7 .22生まれ　女
座間 1 丁目

林
はやし

泉
みず

樹
き

ちゃん
H20. 5 .12生まれ　女
南栗原 4 丁目

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、

国際社会と連携しつつ問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的と

して、平成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題へ

の対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から16日までの一週間を

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められました。

拉致問題の解決をはじめ、北朝鮮当局による人権侵害への対処が国際社

会を挙げて取り組むべき課題とされる今、わたしたち一人一人がこの問題

について関心と認識を深めていくことが大切です。

担当 市民人権課 �046（252）8087 �046（252）0220

12月４日（木）から10日（水）までは、人権週間です。この機会に、あ

らためて人権について考えてみることで、「思いやりの心」を持ち「かけ

がえのない命」を大切にするなど、人権意識を育てましょう。

市人権擁護委員会では、基本的人権を守り、人権意識の普及と高揚を図

るため、毎月第２火曜日の午前９時から11時まで、市役所で定例人権相談

を受け付けています。12月は定例人権相談に替えて、人権週間に合わせて

「特設人権相談所」を次のとおり開設します。

いずれも相談内容の秘密は固く守られます。いじめや差別などの人権侵

害をはじめ、家庭や隣近所でのもめごとなどもお気軽にご相談ください。

また、人権擁護委員の自宅でも相談に応じていますので、最寄りの委員

にお気軽にご相談ください。本市の委員は、次の皆さんです（敬称略）。

担当 市民人権課　�046（252）8087 �046（252）0220

○と　き　12月９日（火）午前10時～正午、午後１時～３時

○ところ 北・東地区文化センター

○費　用 無料

○申込方法 当日直接会場へ

瀬戸　宏孝 座間１丁目 �046（255）0062 
岩堀　勝三 小松原１丁目 �046（253）7739 
森田　洋一 南栗原１丁目 �046（253）9350 
水澤　加奈子 相模が丘２丁目 �042（745）6124 
落合　正子 南栗原４丁目 �046（252）0332 
古木　惠美 入谷１丁目 �046（251）0438 
�川　慶司 緑ケ丘４丁目 �046（255）1364

氏　　名 住　　　所 電話番号 

配偶者や恋人など、親しい異性からの暴力（DV＝
ドメスティックバイオレンス）に悩んでいませんか？
これらの暴力には、身体的暴力をはじめ心理的暴力や
経済的暴力など、さまざまなものが挙げられます。一
人で考え込まずに、ご相談ください。
○と　き　月曜・水曜・金曜日午前９時～午後０時15
分、午後１時～５時15分

○ところ　市役所３階市民人権課
※費用は無料です。秘密は守られます。
担当 市民人権課　�046（252）8483 �046（252）0220

市では、市民一人一人の人権意識を高めることを目的として人権問題講
演会を開催します。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
○と　き　平成21年１月28日（水）午後１時30分～３時（午後１時開場）
○ところ　ハーモニーホール座間（市民文化会館）小ホール
○内　容　「ケータイ・ネット」時代の子どもと家庭
○講　師　尾木直樹さん（教育評論家、法政大学教
授、早稲田大学大学院客員教授）

○入　場　無料
○保　育　あり（２歳以上、申込時に要予約、おや
つ代として100円必要）

○その他　手話通訳・要約筆記あり
○申込方法　平成21年１月21日(水)までに直接また
は電話かファクスで担当へ（先着300人）

担当 市民人権課 �046（252）8087 �046（252）0220

冬期は、大気汚染の原因である窒素酸化物の濃度が高くなります。大気
中に排出される窒素酸化物の約４割が車からの排気ガスといわれており、
大気汚染や地球温暖化などのさまざまな環境問題を引き起こします。大気
環境保全のために、皆さんのご協力をお願いします。
○通勤・通学は、バス、電車などの公共交通機関や自転車、徒歩で！
○不要なアイドリングをやめ、エコドライブ（アクセルをふかし過ぎない
運転）を心掛けましょう

○「週に一度は乗らない日」を決めて自動車を使う機会を減らしましょう
○オイル交換やタイヤ空気圧などの点検をこまめにし、排気ガスの汚れと
排出量を極力抑えましょう

○車を買い換えるときは、低公害車（最新規制適合車）を購入しましょう
担当 環境対策課 �046（252）8214 �046（255）3550

11月19日に厚木基地騒音対策協議会が開催され、引き続き厚木基地の騒
音問題の抜本的解消を求め、空母艦載ジェット機の着実な移駐や、平成21
年７月またはその後のできるだけ早い時期に選定することを目標とすると
されている恒常的訓練施設の早期選定などについて外務省、防衛省、米国
大使館など関係機関に要請しました。
防衛省要請の際、遠藤市長は「日米二国間の協力関係については理解し

ているが、住民の生活環境に十分配慮するような防衛政策および米側の運
用であるべきだ」と重ねて強く要請しました。

担当 渉外課 �046（252）8307 �046（252）0220

厚木基地騒音対策協議会は、県知
事、県議会議長、県議会議員および
座間・横浜・藤沢・茅ヶ崎・相模
原・大和・海老名・綾瀬・町田市の
市長ならびに市議会議長で構成され
ています。


	081201_1
	081201_2
	081201_3
	081201_4-5
	081201_6-7
	081201_8

